
令和 7 年１０月 
東京都森林事務所 

受注者の皆様へ 

工事現場に設置する「快適トイレ」の導入についてのお知らせ 

森林事務所では、工事現場を男女ともに働きやすい環境とする取組を進めております。 

その一環として、工事現場の仮設トイレについて、全ての工事を対象に、快適トイレを導入していま

す。 

快適トイレを導入することによって、男女ともに入職しやすい環境がつくられます。また、レンタ

ルが中心の仮設トイレが快適トイレに変わることにより、災害時に避難所等に持ち込まれる仮設トイ

レも変わるといった副次的効果も期待されています。 

この趣旨を踏まえ、工事現場に快適トイレを設置する意向のある受注者の方は、快適トイレの設置

について監督員へ協議をお願いします。 

森林土木工事において、令和 7 年 11 月 1 日以降に起工（決定）した工事において協議して設置

する快適トイレの費用（設計変更の見込金額）は、下記により算出します。 

（１） 快適トイレの内容 

【別紙】に示す標準仕様のうち、①～⑪の機能・付属品の条件を満たすことを原則とします。 

なお、⑫～⑰の仕様・付属品の条件は、満たしていれば快適に使用出来ると思われる項目であり、

必須ではありません。 

（２） 設置に要する費用 

○設置に要する費用については、当初設計では計上しません。 

○受注者は、快適トイレの設置に当たっては、上記（１）の内容を満たすことを示す書類を添付 

し、規格・基数等の詳細について監督員と協議することとし、設置後の協議の際に見積書を提出す

るものとします。 

○費用については、従来品相当(10,000 円/基・月)を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に

設計変更の対象とし、男女別で１台ずつ計２台まで計上できるものとします。 

(102,000 円／2 基・月が上限) 

○ハウス型等の男女別トイレが一体型となっている場合、男女別の入口になっている場合に限り、

１ハウスで 102,000 円／基・月上限まで計上可能とします。 

○積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、積上計上しません。

(ただし、現場環境改善費(率) を計上しない工事は、上限額を超える費用の適用対象外です。) 

○運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとします。 
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〇 快適トイレの標準仕様イメージ   〇 トイレのタイプ 

【参考ＵRL】（国土交通省 ホームページ） 

〇 現場の環境整備 

「快適トイレ」の事例集（令和 2 年 3 月） 

https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html 

〇「快適トイレ」の導入について 

～ 建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい向上にむけた取組（令和 2 年 10 月） 

https://www.mlit.go.jp/tec/i-con-yarigai.html 
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